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第３６回北斗市農業委員会総会議事日程 

 

 

開議 令和７年２月２７日 午後１時２５分 

 

 

日程第１  会議録署名委員の指名について 

日程第２  会期の決定について 

日程第３  農地法第３条の規定による届出について          （報告第１号） 

日程第４  営農型発電設備の下部の農地における農作物の状況報告に 

について                        （報告第２号） 

日程第５  農地法第１８条の規定による合意解約通知の成立状況の確 

認について                       （議案第１号） 

日程第６  農地法第３条の規定による許可申請について        （議案第２号） 

日程第７  農業経営基盤強化促進法第１８条の規定による農用地利用 

集積計画（所有権移転）の決定について          （議案第３号） 

 

日程第８  農業経営基盤強化促進法第１８条の規定による農用地利用 
集積計画（賃貸借）の決定について            （議案第４号） 

日程第９  農業経営基盤強化促進法第１８条の規定による農用地利用 

集積計画（使用貸借）の決定について           （議案第５号） 

日程第１０ 農地移動適正化あっせんの申出について          （議案第６号） 

日程第１１ 土地の現況証明調査委員の指名について          （議案第７号） 

日程第１２ 北斗市農業委員会の委員の選任に関する規則の一部改正に 

について                        （議案第８号） 

日程第１３ 北斗市農業委員会の農地利用最適化推進委員選任に関する 

要綱の廃止について                   （議案第９号） 

日程第１４ 北斗市農地巡回指導事業実施要領の一部改正について    （議案第 10号） 

日程第１５ 北斗市農地相談業実施要領の一部改正について       （議案第 11号） 

日程第１６ 北斗市農地利用最適化推進委員に関する選考委員会設置要 

綱の廃止について                    （議案第 12号） 
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令和７年２月２７日 

番号 
番号 

報告・議案 
件 名 提出者 

議決 
結果 

備考 

１ 報告第１号 農地法第３条の規定による届出について 会長 報告済 ５件 

２ 報告第２号 
営農型発電設備の下部の農地における農作物
の状況報告について 

会長 報告済 １件 

３ 議案第１号 
農地法第１８条の規定による合意解約通知の
成立状況の確認について 

会長 報告済 ７件 

４ 議案第２号 農地法第３条の規定による許可申請について 会長 報告済 ３件 

５ 議案第３号 
農業経営基盤強化促進法第１８条の規定によ
る農用地利用集積計画（所有権移転）の決定
について 

会長 決定 １１件 

６ 議案第４号 
農業経営基盤強化促進法第１８条の規定によ
る農用地利用集積計画（賃貸借）の決定につ
いて 

会長 決定 ３８件 

７ 議案第５号 
農業経営基盤強化促進法第１８条の規定によ
る農用地利用集積計画（使用貸借）の決定に
ついて 

会長 決定 ３件 

８ 議案第６号 農地移動適正化あっせんの申出について 会長 決定 ３件 

９ 議案第７号 土地の現況証明調査委員の指名について 会長 決定 ― 

１０ 議案第８号 
北斗市農業委員会の委員の選任に関する規則
の一部改正について 

会長 決定 ― 

１１ 議案第９号 
北斗市農業委員会の農地利用最適化推進委員
に関する選任に関する要綱の廃止について 

会長 決定 ― 

１２ 議案第 10号 
北斗市農地巡回指導事業実施要領の一部改正
について 

会長 決定 ― 

１３ 議案第 11号 
北斗市農地相談事業実施要領の一部改正につ
いて 

会長 決定 ― 

１４ 議案第 12号 
北斗市農業委員会の農地利用最適化推進委員
に関する選考委員会設置要綱の廃止について 

会長 決定 ― 
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第３６回北斗市農業委員会総会 

（午後 １時２５分 開会） 

(開会宣言) 

和田会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

日程第１ 

議 長 

 

 

 

日程第２ 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

皆さんどうもご苦労様でございます。定刻の時間より若干早いで

すが、早速始めさせていただきたいと思います。農業委員の募集申

込があり、３３名の方が申し込まれたという事で、未だかつてない

人数で１８名を選ぶという事は大変だったのではなかろうかと思

います。 

天候の方も雪が少なく、いよいよもうすぐ３月でございます。清

川の方では、トマトの種播きをして、だいぶ成長しているという事

で３月に入るとハウスのビニールをかけてトマトの定植が始まる

と聞いております。これから忙しくなる事と新しい農業委員が話題

となると思いますが、ひとつその辺は加味して頂ければと思いま

す。 

本日の総会は、報告２件、議案１２件であります。ご審議のほど

よろしくお願い申し上げます。 

 

本日の委員の動向をお知らせいたします。 

本日は、全員の委員が出席しております。 

北斗市農業委員会会議規則第７条では、「会長は、会議の議長と

なり議事を整理する」こととなっておりますので、この後の議事に

ついては和田会長が進行いたします。よろしくお願いいたします。 

 

それでは、早速、会議を始めさせていただきます。 

本日の議事日程は、お手元に印刷配布のとおりであります。 

直ちに日程に入ります。 

 

 

日程第１ 本日の会議録署名委員を指名いたします。 

議席番号６番 岡村 栄士 委員、議席番号７番 中川 哲 委員

の両名を指名いたします。 

 

 

日程第２ 会期の決定についてお諮りいたします。 

本総会の会期は、本日１日と決定することに、御異議ありませ

んか。 

(「異議なし」の声あり) 

 

御異議なしと認め、本総会は本日１日と決定いたしました。 
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日程第３ 

議 長 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

日程第４ 

議 長 

 

 

 

 

日程第３ 報告第１号「農地法第３条の規定による届出につい

て」を議題といたします。 

番号１から番号５までを一括上程いたします。 

事務局に朗読させます。 

 

（事務局：朗読） 

 

事務局長より説明があります。 

 

ご説明いたします。 

農地法第３条の３第１項の規定によりまして、農地又は採草放

牧地について、相続等により権利を取得した者は農業委員会に届

け出る事となっております。 

 番号１につきましては、追分福祉センターより東側・南側及び北

側の農地でございます。番号２につきましては、大野中学校より北

側の農地でございます。この後の議案第３号（所有権移転の決定）

において、議案ご審議をいただく予定となっております。 

番号３につきましては、向野セイコーマートより南西側の農地で

ございます。番号４につきましては、北海道電力ネットワーク株式

会社・上磯変電所より北側の農地でございます。番号５につきまし

ては、株式会社サン・グリーン函館工場より東側及び南側、北斗市

運動公園野球場より東側並びに上磯さけますふ化場より北西側の

農地でございます。 

これらの届け出につきましては、北斗市農業委員会事務専決規

程に基づき専決処分しましたことをご報告するものでございま

す。 

説明は、以上でございます。 

 

朗読並びに説明が終わりましたので、委員の御意見を頂戴いたし

ます。 

 

(「異議なし」の声あり) 

 

御異議がありませんので、本件は報告済みといたします。 

 

 

日程第４ 報告第２号「営農型発電設備の下部の農作物の状況報

告について」を議題といたします。 

番号１を上程いたします。 

事務局に朗読させます。 
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議 長 

 

事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

落合 修 

委員 

 

事務局 

 

 

 

落合 修 

委員 

 

事務局 

 

落合 修 

委員 

 

議 長 

 

 

（事務局：朗読） 

 

事務局長より説明があります。 

 

ご説明いたします。 

本件に関しましては、農地巡回指導の際に現地を確認していただ

いております、三ツ石の営農型発電設備の農地でございますが、こ

の一時転用許可を受けた者は、毎年、下部の農地における農作物の

生育状況及び収量状況を必要な知見を有する者の確認を受けたの

ち、翌年２月末日までに農地転用許可権者に報告することとなって

おりまして、このたび当委員会に提出されたものでございます。 

なお、下部の農地での単収が地域の平均単収と比較して、おおむ

ね２割以上減収していないことが一時転用許可期間満了後の再許

可の判断基準となっておりまして、今年度もその基準をクリアして

いる状況にあります。 

説明は、以上でございます。 

 

朗読並びに説明が終わりましたので、委員の御意見を頂戴いたし

ます。 

 

（落合 修 委員：挙手） 

 

８番 落合 修 委員 

 

機械の故障の期間は、どの位だったのですか。 

 

 

２番草を刈り取る時期に故障して、３番草を刈り取る時期に２番

草を刈り取りしたという事で、はっきりした日数までは、確認出来

ていません。 

 

それでも、収量は８０％を超えたのですか。 

 

 

そうです。 

 

わかりました。 

 

 

他にございませんか。なければ、本件は報告済といたします。 
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日程第５ 

議 長 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日程第５ 議案第１号「農地法第１８条の規定による合意解約通

知の成立状況の確認について」を議題といたします。 

番号１から番号６までを一括上程いたします。 

事務局に朗読させます。 

 

（事務局：朗読） 

 

事務局長より説明があります。 

 

ご説明いたします。 

本件に関しましては、合意による解約が引き渡し期限の６カ月以

内に行われていることが要件となっておりまして、解約合意と引き

渡しが同日で行われ、通知されておりますので問題ないと考えられ

ます。 

番号１につきましては、野崎霊園より北西側の農地でございまし

て、耕作不便のため、借主の都合により解約となっております。 

この後の議案第６号（あっせん申出）において、ご審議いただく

予定となっております。番号２につきましては、老人ホームいなほ

より南側の農地でございまして、貸主が第三者へ売買及び使用貸借

するため、貸主の都合により解約となっております。 

 この後の議案第３号（所有権移転の決定）において及び議案第５ 

号（使用貸借の決定）において、ご審議いただく予定となっており 

ます。番号３につきましては、老人ホームいなほより西側及び南西

側の農地でございまして、貸主が第三者へ売買するため、貸主の都

合により解約となっております。 

この後の議案第３号（所有権移転の決定）において、ご審議いた

だく予定となっております。番号４につきましては、老人ホームい

なほより南側の農地でございまして、貸主が第三者への売買するた

め、貸主の都合により解約となっております。 

この後の議案第３号（所有権移転の決定）において、ご審議いた 

だく予定となっております。なお、番号２から番号４につきまして 

は、南大野北部地区基盤整備事業に伴う解約となっております。 

番号５につきましては、大野幼稚園より東側の農地でございまし

て、耕作不便のため、借主の都合により解約となっております。 

 この後の議案第６号（あっせんの申出）において、ご審議いただ 

く予定となっております。番号６につきましては、旧家畜市場より 

北側の農地でございまして、使用貸借から賃貸借へ変更するため、 

貸主の都合により解約となっております。 

この後の議案第４号（賃貸借の決定）において、ご審議いただく 

予定となっております。 

説明は、以上でございます。よろしくご審議願います。 
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議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

日程第６ 

議 長 

 

 

 

 

  朗読並びに説明が終わりましたので、委員の御意見を頂戴いたし 

ます。 

 

(「異議なし」の声あり) 

 

御異議なしと認め、本件は原案のとおり決定いたします。 

 

次の番号７の案件につきましては、１番 澤田 亨 委員が北斗市

農業委員会会議規則第２５条の規定により、「議事参与の制限」の

対象となりますので、退席を求めます。 

 

（澤田 亨 委員 退席） 

 

番号７を上程いたします。 

事務局に朗読させます。 

 

（事務局：朗読） 

 

事務局長より説明があります。 

 

番号７につきましては、北海道パーケット工業株式会社より西側 

 の農地でございまして、貸主が第三者へ賃貸借するため、貸主の都 

合により解約となっております。 

この後の議案第４号（賃貸借の決定）において、ご審議いただく

予定となっております。 

説明は、以上でございます。よろしくご審議願います。 

 

朗読並びに説明が終わりましたので、委員の御意見を頂戴いたし 

ます。 

 

(「異議なし」の声あり) 

 

御異議なしと認め、本件は原案のとおり決定いたします。 

 

（澤田 亨 委員 復席） 

 

 

日程第６ 議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請につ

いて」を議題といたします。 

番号１から番号３までを一括上程いたします。 

事務局に朗読させます。 
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議 長 

 

事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

日程第７ 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

（事務局：朗読） 

 

事務局長より説明があります。 

 

ご説明いたします。 

番号１につきましては、匠の森公園より西側及び一本木神社より 

東側・南側・北東側の農地でございまして、高齢のため、経営主の 

息子へ贈与を行い、引き続き農業経営を行なうものでございます。 

 番号２につきましては、開発公民館より北側及び北西側の農地でご 

ざいまして、高齢のため、後継者に贈与を行い、引き続き農業経営 

を行なうものでございます。番号３につきましては、南大野会館よ

り北側の農地でございまして、相続により農地を取得しております

が、会社員で耕作できないため、周辺を所有し耕作を行なっている

親族へ贈与し、引き続き農業経営を行なうものでございます。 

説明は、以上ございます。よろしくご審議願います。 

 

朗読並びに説明が終わりましたので、委員の御意見を頂戴いたし 

ます。 

 

(「異議なし」の声あり) 

 

御異議なしと認め、本件は原案のとおり決定いたします。 

 

 

日程第７ 議案第３号「農業経営基盤強化促進法第１８条の規定

による農用地利用集積計画（所有権移転）の決定について」を議題と

いたします。 

番号１から番号９までを上程いたします。 

事務局に朗読させます。 

 

（事務局：朗読） 

 

事務局長より説明があります。 

 

ご説明いたします。 

番号１及び番号２につきましては、大野中学校より北側の農地で

ございまして、労働力不足のため、近隣で耕作を行っている経営規

模拡大を図ろうとする方へ売買するものでございます。番号３につ

きましては、北海道電力ネットワーク株式会社清水川変電所西側の

農地でございまして、労働力不足のため、近隣で耕作を行っている

経営規模拡大を図ろうとする方へ売買するものでございます。番号

４から番号６につきましては、老人ホームいなほより西側及び南側
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事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

の農地でございまして、労働力不足のため、近隣で耕作を行ってい

る、経営規模拡大を図ろうとする方へ売買するものでございます。

番号７につきましては、老人ホームいなほより南側の農地でござい

まして、近隣で耕作を行っている経営規模拡大を図ろうとする方へ

売買するものでございます。なお、番号３から番号７につきまして

は、南大野北部地区基盤整備事業に関連する売買となっておりま

す。番号８につきましては、上磯さけ・ますふ化場より北側の農地

でございまして、労働力不足のため、近隣で耕作を行っている、経

営規模拡大を図ろうとする方へ売買するものでございます。番号９

につきましては、株式会社サン・グリーン函館工場より西側及び東

側の農地でございまして、労働力不足のため、近隣で耕作を行って

いる、経営規模拡大を図ろうとする方へ売買するものでございます。 

説明は、以上でございます。よろしくご審議願います。 

 

朗読並びに説明が終わりましたので、委員の御意見を頂戴いたし

ます。 

 

(「異議なし」の声あり) 

 

御異議なしと認め、本件は原案のとおり決定いたします。 

 

次の番号１０から番号１１の案件につきましては、２番 山本 

正人 委員が北斗市農業委員会会議規則第２５条の規定により、「議

事参与の制限」の対象となりますので退席を求めます。 

 

（山本 正人 委員：退席） 

 

それでは、番号１０から番号１１を一括上程いたします。 

事務局に朗読させます。 

 

（事務局：朗読） 

 

事務局長より説明があります。 

 

 ご説明いたします。 

番号１０につきましては、リバーサイドゴルフ練習場より西側の

農地でございまして、令和７年１月より賃貸借で耕作を行っている

経営規模拡大を図ろうとする方ヘ売買するものです。番号１１につ

きましては、上磯ハリストス正教会より西側の農地でございまし

て、令和４年４月より賃貸借で耕作を行っている経営規模拡大を図

ろうとする方ヘ売買するものです。 

説明は、以上でございます。よろしくご審議願います。 
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議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

日程第８ 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

議 長 

 

 

朗読並びに説明が終わりましたので、委員の御意見を頂戴いたし

ます。 

 

(「異議なし」の声あり) 

 

御異議なしと認め、本件は原案のとおり決定いたします。 

 

（山本 正人 委員：復席） 

 

 

日程第８ 議案第４号「農業経営基盤強化促進法第１８条の規定

による農用地利用集積計画（賃貸借）の決定について」を議題といた

します。 

番号１から番号３７までを一括上程いたします。 

事務局に朗読させます。 

 

（事務局：朗読） 

 

事務局長より説明があります。 

 

ご説明いたします。 

番号１につきましては、北海道パーケット工業株式会社より西側

の農地でございまして労働力不足のため、近隣で耕作を行っている

経営規模拡大を図ろうとする方へ５年の期間を設定し賃貸借を行な

うものでございます。番号２につきましては、大野幼稚園より東側

及び旧家畜市場より北側の農地でございまして労働力不足のため、

近隣で耕作を行っている経営規模拡大を図ろうとする方へ５年の期

間を設定し使用貸借から賃貸借へ変更を行なうものでございます。 

番号３から番号３７までにつきましては、継続して賃貸借を行うも 

のでございますので、説明は省略させていただきます。 

説明は、以上でございます。よろしくご審議願います。 

 

朗読並びに説明が終わりましたので、委員の御意見を頂戴いたし

ます。 

 

(「異議なし」の声あり) 

 

御異議なしと認め、本件は原案のとおり決定いたします。 

 

次の番号３８の案件につきましては、１２番 加藤 隆 委員が北

斗市農業委員会会議規則第２５条の規定により、「議事参与の制限」

の対象となりますので退席を求めます。 
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議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

事務局長 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

日程第９ 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

事務局長 

 

 

 

 

 

（加藤 隆 委員：退席） 

 

それでは、番号３８を上程いたします。 

事務局に朗読させます。 

 

（事務局：朗読） 

 

事務局長より説明があります。 

 

ご説明いたします。 

番号３８につきましては、継続案件となりますが、東開発会館よ

り東側の農地でございまして、労働力不足のため、近隣で耕作を行

っている経営規模拡大を図ろうとする方ヘ５年間の期間を設定し、

賃貸借を行うものでございます。 

説明は、以上でございます。よろしくご審議願います。 

 

朗読並びに説明が終わりましたので、委員の御意見を頂戴いた 

します。 

 

(「異議なし」の声あり) 

 

御異議なしと認め、本件は原案のとおり決定いたします。 

 

（加藤 隆 委員：復席） 

 

 

日程第９議案第５号「農業経営基盤強化促進法第１８条の規定に

よる農用地利用集積計画（使用貸借）の決定について」を議題といた

します。 

番号１から番号３までを一括上程いたします。 

事務局に朗読させます。 

 

（事務局：朗読） 

 

事務局長より説明があります。 

 

ご説明いたします。 

番号１につきましては、リバーサイドゴルフ練習場より東側の農

地でございまして、労働力不足のため、近隣で耕作を行っている経

営規模拡大を図ろうとする法人へ、５年間の期間を設定し使用貸借

を行うものでございます。番号２につきましては、老人ホームいな

ほより南側の農地でございまして、労働力不足のため、近隣で耕作
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事務局長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

時田 孝喜 

委員 

 

 

事務局 

 

 

時田 孝喜 

委員 

 

事務局 

 

時田 孝喜 

委員 

 

事務局 

 

 

 

 

議 長 

 

佐々木 勝利 

委員 

 

事務局 

 

 

 

を行っている経営規模拡大を図ろうとする方へ、５年の期間を設定

し、使用貸借を行なうものでございます。番号３につきましては、

継続して使用貸借を行うものでございますので、説明は省略させて

いただきます。 

説明は、以上でございます。よろしくご審議願います。 

 

朗読並びに説明が終わりましたので、委員の御意見を頂戴いたし

ます。 

 

(時田 孝喜 委員：挙手) 

 

１１番 時田委員 

 

番号３の借主の個人名さんですが、住所が字名になっています

が、元は地名から通っていた方ですか。その辺をわかる範囲でかま

いませんので教えてください。 

 

お答えいたします。地名から字名へ今から２年くらい前に転居し

て、住所をここに置いて北斗市の市民になっております。 

 

作付しているのは、麦だとか大豆ですか。 

 

 

作付は、全て春播きの麦です。 

 

毎年、連作しているの。 

 

 

毎年連作しているので、大丈夫かと聞いた事もありましたが、大

丈夫との回答でした。 

 

(佐々木 勝利 委員：挙手) 

 

１３番 佐々木委員 

 

それに関連してですが、ちゃんと賃料を払っているのですか。 

 

 

ちょっと問題のある払い方をしていた時期もありましたので、き

ちんと払うように指導してからは、払われていないとの連絡もきて

おりませんので、きちんと払っていると考えております。 
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佐々木 勝利 

委員 

 

議 長 

 

 

日程第１０ 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

日程第１０ 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

わかりました。 

 

 

他にございませんか、なければ、本件は原案のとおり決定いたし

ます。 

 

日程第１０ 議案第６号「農地移動適正化あっせんの申出につい

て」を議題といたします。 

番号 1から番号３までを一括上程いたします。 

事務局に朗読させます。 

（事務局：朗読） 

 

朗読が終わりましたので、あっせん委員を指名いたします。 

番号１につきましては、議席番号５番 佐々木 秀樹 委員、議

席番号９番 吉田 勝幸 委員、補助委員として、坂本 常光 推

進委員を、番号２につきましては、議席番号２番 山本 正人 委

員、議席番号１１番 時田 孝喜 委員、補助委員として、髙橋 

陽一 推進委員を、番号３につきましては、議席番号１０番 佐々

木 敬子 委員、議席番号１４番 和田 勝雄 委員、補助委員と

して、鹿角 昭夫 推進委員を指名することに、ご異議ありませんか。 

 

(「異議なし」の声あり) 

 

ご異議なしと認め、本件は指名のとおり決定いたします。 

 

日程第１１ 議案第７号「土地の現況証明調査委員の指名につい

て」を議題といたします。 

事務局に朗読させます。 

 

（事務局：朗読） 

 

朗読が終わりましたので、調査委員を指名いたします。 

議席番号２番 山本 正人 委員、議席番号６番 岡村 栄士 委

員、議席番号１０ 佐々木 敬子 委員、議席番号１１ 時田 孝

喜 委員の、以上４名を指名することに御異議ありませんか。 

 

(「異議なし」の声あり) 

 

ご異議なしと認め、本件は指名のとおり決定いたします。 

調査委員に指名された方は、よろしくお願いいたします。 
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日程第１２ 

日程第１３ 

日程第１４ 

日程第１５ 

日程第１６ 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次の日程１２から日程１６までにつきましては、関連いたしま

すので、一括して上程いたします。 

日程第１２ 議案第８号「北斗市農業委員会の委員の選任に関

する規則の一部改正について」 

日程第１３ 議案第９号「北斗市農業委員会の農地利用最適化

推進委員選任に関する要綱の廃止について」 

日程第１４ 議案第１０号「北斗市農地巡回指導事業実施要領の

一部改正について」 

日程第１５ 議案第１１号「北斗市農地相談事業実施要領の一

部改正について」 

日程第１６ 議案第１２号「北斗市農地利用最適化推進委員に

関する選考委員会設置要綱の廃止について」を議題といたします。 

事務局に朗読させます。 

 

（事務局：朗読） 

 

事務局長より説明があります。 

 

ご説明いたします。 

議案第８号から議案第１２号につきまして、昨年１２月に行わ

れた第４回定例会において可決されました、農業委員会委員の定

数変更並びに農地利用最適化推進委員の廃止に伴い関係する規則・ 

要綱・要領について、改廃を行うものであります。議案  

第８号「北斗市農業委員会の委員の選任に関する規則の一部改正

について」に関しましては、農業委員会委員の募集手続きについ

て、前回までは、委員及び推進委員の両方に応募することができ

ましたが、推進委員の廃止に伴いこの部分を削除するものです。 

 議案第９号「北斗市農業委員会の農地利用最適化推進委員選任に 

関する要綱の廃止について」に関しましては、推進委員の廃止に伴 

い要綱の廃止を行うものであります。 

 議案第１０号「北斗市農地巡回指導事業実施要領の一部改正につ

いて」に関しましては、農地巡回指導事業を行う際の調査委員に関

する規定につきまして、現在は農業委員３名及び推進委員３名で行

っていたものを農業委員４名で行うものに変更するため、改正する

ものでございます。 

 議案第１１号「北斗市農地相談事業実施要領の一部改正につい

て」に関しましては、農地相談事業を行う際の調査委員に関する規

定につきまして、現在は農業委員１名及び推進委員１名で行ってい

たものを農業委員２名で行うものに変更するため、改正するもので

ございます。 

 議案第１２号「北斗市農地利用最適化推進委員に関する選考委員

会設置要綱の廃止について」に関しましては、推進委員の廃止に伴
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事務局長 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

議 長 

い要綱の廃止を行うものであります。 

説明は、以上でございます。よろしくご審議願います。 

 

朗読並びに説明が終わりましたので、 

議案第８号について、委員のご意見を頂戴いたします。 
 

(「異議なし」の声あり) 

 

ご異議なしと認め、本件は原案のとおり決定いたします。 

 

続きまして、議案第９号について、委員のご意見を頂戴いたし

ます。 

 

(「異議なし」の声あり) 

 

ご異議なしと認め、本件は原案のとおり決定いたします。 

 

続きまして、議案第１０号について、委員のご意見を頂戴いた

します。 

 

(「異議なし」の声あり) 

 

ご異議なしと認め、本件は原案のとおり決定いたします。 

 

続きまして、議案第１１号について、委員のご意見を頂戴いた

します。 

 

(「異議なし」の声あり) 

 

ご異議なしと認め、本件は原案のとおり決定いたします。 

 

続きまして、議案第１２号について、委員のご意見を頂戴いた

します。 

 

(「異議なし」の声あり) 

 

ご異議なしと認め、本件は原案のとおり決定いたします。 

 

以上で、本日の全日程を終了いたしました。 

これをもちまして、第３６回北斗市農業委員会総会を閉会いた

します。 

ご苦労様でございました。 
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（午後３時４５分  閉会） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会   長   和 田 勝 雄     

 

署 名 委 員   岡 村 栄 士    

 

署 名 委 員   中 川   哲    


